
○福島県農産物検査に関する事務処理要領の一部改正 

新 旧 

福島県農産物検査に関する事務処理要領 

（略） 

 

附則 

この要領は、平成２８年 ４月 １日より施行する。 

一部改正 平成３０年 １月２４日 

     平成３０年 ８月 ６日 

     令和 ３年 ４月 ３０日 

     令和 ４年 ３月３１日 

     令和 ４年 ５月１９日 

     令和 ４年 ７月 ４日 

     令和 ５年 ５月１１日 

      令和 ６年 ５月 １日 

      令和 ７年 ５月 ２日 

 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

（略） 

 

福島県農産物検査に関する事務処理要領 

（略） 

 

附則 

この要領は、平成２８年 ４月 １日より施行する。 

一部改正 平成３０年 １月２４日 

     平成３０年 ８月 ６日 

     令和 ３年 ４月３０日 

     令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ５月１９日 

令和 ４年 ７月 ４日 

令和 ５年 ５月１１日 

      令和 ６年 ５月 １日 

 

 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

（略） 

 

 

 

 

 



様式第１～様式第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６（略） 

様式第１～様式第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６（略） 

 

様式第５号 

                             年 月 日 

 

福島県知事 

住   所 

名   称 

代表者氏名 

 

再 交 付 願（紛失届） 

 当機関に所属する農産物検査員      について、農産物検査員証を紛失

しましたので  １ 届け出るとともに、再交付をお願いします。 

        ２ 届け出ます。 

 なお、当該農産物検査員証が発見された場合は直ちに返還します。 

 

 紛失理由 

 

 

     

  上記、紛失理由に相違ありません。 

                       農産物検査員 

                                            住所 

                       氏名                   

 

（注）農産物検査員の署名ができない場合は、地域登録検査機関の検査担当者が

紛失理由の記入を行うとともに農産物検査員を地域登録検査機関検査担当者

と読み替え署名を行う。 

 

様式第５号 

                             年 月 日 

 

福島県知事 

住   所 

名   称 

代表者氏名 

 

再 交 付 願（紛失届） 

 当機関に所属する農産物検査員      について、農産物検査員証を紛失

しましたので届け出るとともに、再交付をお願いします。 

 なお、当該農産物検査員証が発見された場合は直ちに返還します。 

 

 紛失理由 

 

 

     

  上記、紛失理由に相違ありません。 

                       農産物検査員 

                                            住所 

                       氏名                   

 

（注）農産物検査員の署名ができない場合は、地域登録検査機関の検査担当者が

紛失理由の記入を行うとともに農産物検査員を地域登録検査機関検査担当者

と読み替え署名を行う。 

 



様式例第１号 

農産物検査業務規程記載事項（例） 作成のポイント 農産物検査業務規程記載事項（例） 作成のポイント 

農産物検査業務規程 

（登録検査機関名） 

第１条～第 18条 （略） 

 

（略） 

第19条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の通知等） 

検査証明書の通知以外に農産物

検査結果の通知を行う場合には、発

行様式を定めること。 

また、共通申請サービスから検査

請求がされたものについては、検査

結果を共通申請サービスにより検

査請求者に通知することができる。 

 なお、農産物検査結果の通知に

は、最低限次に掲げる事項が記載さ

れていることが望ましい。 

 (1) 請求者氏名及び住所 

 (2) 検査結果別数量 

 (3) 格付理由又は穀粒判別器や

電気式穀粒計での測定結果 

 (4) 検査年月日 

 

（以下、略） 

農産物検査業務規程 

（登録検査機関名） 

第１条～第 18条 （略） 

 

（略） 

第19条 （略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の通知等） 

 検査証明書の通知以外に農産物

検査結果の通知を行う場合には、発

行様式を定めること。 

また、共通申請サービスから検査

請求がされたものについては、検査

結果を共通申請サービスにより検

査請求者に通知することができる。 

 なお、農産物検査結果の通知に

は、最低限次に掲げる事項が記載さ

れていることが望ましい。 

 (1) 請求者氏名及び住所 

 (2) 検査結果別数量 

 (3) 格付理由 

 (4) 検査年月日 

 

 

（以下、略） 

 


